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～地元で事業を始めるあなた！地域を元気にする取組に初期投資費用を支援します～ 

 

御浜町地域経済循環創造事業補助金 

御浜町では、新たな事業支援をはじめます！ 

 

町では、地域金融機関等から融資を受けて地域活性化につながる事業に取り組む民間事業

者を公募し、事業化の際に必要な初期投資費用について国の地域経済循環創造事業交付金を

もとに助成を行います。 

 

〇補助金上限額 ２，５００万円（事業規模と金融機関からの融資額等に応じて交付額決定） 

〇原則、担保は設定のない無担保融資が対象です。 

〇事業の審査及び採択は、予算の範囲内で総務省が実施します。 

〇事業の採択が受けられなかった場合や町の予算が承認されなかった場合には、補助金は 

交付されません。 

〇事業の必須要件は、次のとおりです。 

 

【募集期間】 

令和７年１２月２５日（木）～令和８年１月１９日（月） 

※祝日を除く、平日の午前９時～午後５時まで 

※今回の募集事業は、令和８年度着手となりますのでご注意ください。 

 

 

詳しくはこちらから確認ください ⇒  

 

 

 

【町への問い合わせ】 

御浜町役場 企画課      ：０５９７９－３－０５０７ 

【総務省への問い合わせ】 

ローカル 10,000 プロジェクト コールセンター      ：０５０－３５２６－１４２２ 

☑地域の資源を活用する事業である       ☑新規事業の立ち上げである 

☑地域課題の解決につながる事業である     ☑新規性・モデル性が感じられる事業である 

☑地域金融機関からの融資を受ける予定である 

総務省 HP 御浜町公式HP 
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【対象経費】 

・施設整備費  

※用地取得費を除く 

・機械装置費  

※著作権の取得やシステム

構築なども対象 

・備品費    

※リース・レンタルに係る

費用も対象 

・調査研究費  

※事業者と連携する地域の

大学が行う調査研究に係

る経費が対象 

【交付額】 

・上限 2,500 万円 

【国費と地方費の割合】 

・原則 1/2  

【地域金融機関】 

地域金融機関による融資の他に、地域

活性化のためのファンドなどによる出

資を受ける事業も対象になります。 

※原則、担保は設定のない無担保融資

が対象です。 

【活用事例】 

 ・遊休施設を改修したコワーキングスペース

の整備 

 ・地域の農産物を加工した新商品の開発 

 ・クラフトビールの製造・工場見学 

 ・ズリの活用による再生エネルギー創造 等 

国が示す確認チェックシート（必須項目５＋１） 

 □ 地域の資源を活用する事業である      □ 新規事業の立ち上げである 

 □ 地域課題の解決につながる事業である    □ 新規性・モデル性が感じられる事業である 

 □ 地域金融機関からの融資を検討している   □ 地域の新たな雇用創出に期待できる事業である 


